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文教・警察常任委員会資料
平成25年(2013年)６月21日

教育委員会事務局Ｉ

公の施設に係る指定管理者の選考について

１

施 設名 長浜ドーム宿泊研修館

所管課 教育委員会事務局生涯学習課

現行指定管理者 一般財団法人滋賀県青年会館

設置年月 平成４年１０月

所在地 長浜市田村町１４１１－１

設置目的
長浜ドーム利用者等の宿泊利用とともに、県域を対象とした青少年を
はじめ広く県民文化の向上のための拠点として、また、湖北地域にお
ける青少年団体活動の拠点施設として活用されることを目的に設置。

施設概要

施設概要
敷地面積：4,368rrf（長浜ドーム敷地の一部）
建築面積：1,473.23rTf
施設構造：ＲＣ造２階建
施設内容：
･宿泊室定員54名

洋室(バス・トイレ付き）１室2名(6室）
和室(12帖)・……･･…１室6名(7室）

･会議室定員81名
会議室Ａ………………45名
会議室Ｂ･･…………･…36名

･事務室、浴室、談話室、レストラン、青年団談話室

管理経費(平25予算額）

使用料

その他特財

一般財源

131700,000円

1,4681000円

26,000円

12,206,000円

指定管理者
制度選考方針

経過

方針

募集方法

指定単位

指定期間

･平成18,19年度は従来委託をしていた団体を非公募により指定管理
者とした。指定管理への移行により管理運営体制が見直され経費の削
減が図られた。
・平成20年度からは指定期間を３年間として、平成20年度から平成２２
年度までと平成23年度から平成25年度までの２回公募を行い、いずれ
も現指定管理者が選定されている。

･弓|き続き公募を実施。ただし、サービス提供の継続性と安定性、長
期契約による経費削減効果等の観点から、指定期間は５年間とする。

公募

単独

平成26年４月１日～平成31年３月31日の５年間

備考
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施設名 滋賀県立長浜ドーム． 滋賀県立彦根総合運動場

所管課 スポーツ健康課 スポーツ健康課

現行指定管理者 (公財）滋賀県体育協会

設置年月
⑪

平成４年６月 昭和４４年１０月

所在地 長浜市田村町1320 彦根市松原町3028

設置目的

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３
1年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、県
民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興
を図るため。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３
１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、県
民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興
を図るため。

ぐご

施設概要

敷地面積：73.008.32㎡
建築面積：
施段構造：
施殴内容：

15.243,54ＩＴｒ

鉄骨ﾄﾗｽ横造、

＜屋内グラウンド＞

－部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階趣

･砂入人エ芝8,880㎡（テニスコート１２面分）
・観客席1,762席
く屋外グラウンド＞

・トレーニング室、練習室、会鰹室

･8.160ITf（サッカー１面分）
･夜IHI照明設備
＜屋外テニスコート＞
(ハードコート４面）

敷地面積：140,337.29,1
施殴内容：＜スイミングセンター＞36.369㎡
･屋外50ｍプール５０ｍｘ２３ｍｇコース
･屋外25ｍプール２５ｍｘｌ６ｍ ７コース

．飛び込み２２ｍｘ20ｍ
＜随上鰻技場＞25.405㎡・２租公鹿400ｍＢコース
･6.000人収容

＜野球増＞24,688㎡・中堅122ｍ、両翼99ｍ
･10.000人収容

＜庭球場＞4.430㎡・砂入人エ芝12面
・スタンド500人収容
くスポーツ会館＞492㎡・宿泊定員７７人
＜多目的広場＞１２゜000㎡、

管理経費(平２５予算額）

使用料

その他特財

一般財源

１５６ ００１ ０００円

１ ３１１．０００円

１５４ ６９０ ０００円

指定管理者
制度選考方針

経過

方針

ﾛ●

募集方法

指定単位

指定期間

・平成２０年度に開催した第２１回全国スポーツ.、
レクリエーション祭の円滑な開催運営のため、平成
18年度～平成20年度までの３年間、非公募で県体育
協会を指定管理者として管理を行った。
･平成20年度に公募により指定管理者を選定し、平
成21年度～平成25年度の５年間は現在の指定管理者
による管理を行っている。

･平成２０年度に開催した第２１回全国スポーツ.
レクリエーション祭の円滑な開催運営のため、平成
18年度～平成20年度までの３年間、非公募で県体育
協会を指定管理者として管理を行った。
･平成20年度に公募により指定管理者を選定し、平
成21年度～平成25年度の５年間は現在の指定管理者
による管理を行っている。

･施設の効用を発揮し、県民へのサービスの向上を
図るため、能力ある車菓者が幅広く参入できるよう
公募する。
･サービス提供の継続性と安定性、長期契約による
経費削減効果を図る必要があるため、指定管理期間
は５年とする。

･施設の効用を発揮し、県民へのサービスの向上を
図るため、能力ある事業者が幅広く参入できるよう
公募する。
･サービス提供の継続性と安定性、長期契約による
経費削減効果を図る必要があるため、指定管理期間
は５年とする。

公募 公募

一括

平成26年４月１日～平成31年３月31日の5年間 平成26年４月１日～平成31年３月31日の5年間

備考
当施設においては、平成26年度からのネーミン
グライツ導入に向lﾅて、今年度､､ネーミングラ
イツパートナーの募集を行う。

当施設の野球場においては、平成26年度からの
ネーミングライツ導入に向|ﾅて、今年度ネーミ
ングライツパートナーの募集を行う。
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施設名 滋賀県立体育館 滋賀県立武道館

所管課 スポーツ健康課． スポーツ健康課

現行指定管.理者 滋賀県体育協会グループ（（公財）滋賀県体育協会、日本管財(株)）

設置年月 昭和４５年１０月 平成５年４月

所 在地 大津市におの浜4－２－１２ 大津市におの浜4-2-15

設置目的

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３
１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、県
民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興
を図るため。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３
１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、県
民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興
を図るため。

施設概要

敷地面積813,087.18㎡
陞築面積：5,757.66㎡
廷床面積：本館7,985.2817f、別館2,047.77㎡
施設構遼：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造本館３階趣、別館２階麹
施股内容：

･本館アリーナ1.890㎡（バレーボール３面分）
･別館アリーナ858㎡（バレーボール２面分）
､観客席本館1,921席
･会唾室
･１階駐車堀（５７台）

敷地面積：6.501.36㎡
i血塾而積：3,973.85ITf
廷床面積：13.27220㎡
施設内容：鉄筋コンクリート造５階廻
･剣道堀（４面）1,029.5㎡
･柔道場（３面）973.17,Ｉ
･弓道jil（近的10人立）131.33㎡
･弓道増（遠的６人立〕56.86㎡
･相撲増（Ｔ面）272.O8nf
･観覧席（剣逝場250席．柔道場196席、相襖場50名収容）
･大会殿室．小金鰹奉、研怯室等
･屋外駐車jIi（１１０台）

管理経費(平２５予算額）
●

使用料

その他特財

一般財源

６７ 9７６
Ｕ□ ０００円

１ ２７４ ０００円

６６ ７０２ ０００円

指定管理者
制度選考方針

.●

経過

方針

募集方法

指定単位

指定期間

･平成２０年度に開催した第２１回全国スポーツ.
レクリエーション祭の円滑な開催運営のため、平成
18年度～平成20年度までの３年間、非公募で県体育
協会を指定管理者として管理を行った。
･平成20年度に公募により指定管理者を選定し、平
成21年度～平成25年度の５年間は現在の指定管理者
による管理を行っている。

･平成２０年度に開催した第２１回全国スポーツ.
レクリエーション祭の円滑な開催寵営のため、平成
18年度～平成20年度までの３年間、非公募で県体育
協会を指定管理者として管理を行った。
･平成20年度に公募により指定管理者を選定し、平
成21年度～平成25年度の５年間は現在の指定管理者
による管理を行っている。

･施設の効用を発揮し、県民へのサービスの向上を
図るため、能力ある事業者が幅広く参入できるよう
公募する。
･サービス提供の継続性と安定性、長期契約による
経費削減効果を図る必要があるため、指定管理期間
は５年とする。

･施設の効用を発揮し、県民へのサービスの向上を
図るため、能力ある事業者が幅広く参入できるよう
公募する。
･サービス提供の継続性と安定性、長期契約による
経費削減効果を図る必要があるため、指定管理期間
は５年とする。

公募 公募

一括

平成26年４月１日～平成31年３月31日の5年間 平成26年４月１日～平成31年３月31日の5年間

●

備考
当施設においては、平成26年度からのネーミン
グライツ導入に向けて、今年度、ネーミングラ
イツパートナーの募集を行う。

当施設においては、平成26年度からのネーミン
グライツ導入に向けて、今年度、ネーミングラ
イツパートナーの募集を行う。
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施設名． 滋賀県立伊吹運動場 滋賀県立栗東体育館

所管 bＵ 課 スポーツ健康課 スポーツ健康課

現行指定管理者 (公財）伊吹山麓スポーツ文化振興事業団 (公財）滋賀県体育協会
「

設置年月 昭和５４年４月 平成６年１１月

所在地 米原市春照105 栗東市上鈎514

設置目的
◆け

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３
１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、県．
民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興
を図るため。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３
１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、県
民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興
を図るため。

施設概要

①

戦地面積：10,13ｑ00㎡
皿築面積：459.45㎡
廷床面積：664.27㎡

施殴構造：鉄筋コンクリート造１階画て他
施設内容：
人エ芝グラウンド6.970㎡
１１人制１面（６人制３面）

管理棟（本部室、多目的室、器具印、更衣室、シャワー室）
観客席（約５００人）

敷地面積85,581.00｢Ｔｆ
建築面積：2.919.77㎡，
廷床面積：3,201.18㎡

施股構造：鉄筋コンクリート造２階趣
施股内容：

アリーナ1648.40㎡、観客席15,席、トレーニング室90㎡、
会駿室、駐車埆（約８０台）

管理経費(平２５予算額）

使用料

その他特財

一般財源

２ ７６７ ０００円

、３９ ０００円

､２ ７２８ ０００円

３５ ４２６ ０００円

１２２ ０００円

３５ ３０４ ０００円

指定管理者
制度選考方針

.□

経過

､ひ

方針

募集方法

指定単位

指定期間

･平成17年２月に取りまとめられた公の施設の見直
しで、「市町への移管に向けて協繊を行う」とされ
た施設で、平成18年４月から平成19年度末までの2年
間、米原市に、非公募で指定管理委託を行った。
･平成20年３月に策定された新しい行政改革の方針
に基づき、平成20年４月～平成22年度末までの３年
間、米原市が、伊吹運動場に近接する伊吹山麓宵少
年総合体育館の指定管理を行っている団体と、非公
夢で指定管理委託を行った。
･平成21年12月に策定された「公の施設見直し計
画」に基づき米原市と移管協繊を行うため、平成
23.24Ⅲ25年度にそれぞれ非公募で指定管理委舵を
行った。

･米原市と「公の施設見直し計画」に基づき賭し合
いを行ってきたが、引き続き移管に向けた鯛整に時
日を要するため、平成26年度の１年間は非公募で指
定管理委託を行う。

非公募

単独

平成26年４月１日～平成27年３月31日の1年間

･平成17年２月に取りまとめられた公の施設の見直
しで、「市町への移管に向けて協蟻を行う」とされ
た施設で、平成18年４月から平成19年度末までの2年
間、（財）滋賀県体育協会に、非公募で指定管理雲
託を行った。
・平成20年３月に策定された新しい行政改革の方針
に基づき、平成20年４月～平成22年度末までの３年
間、再度（財）滋賀県体育協会と、非公募で指定管
理委託を行った。
･平成21年12月に策定された「公の施設見直し計
画」に基づき栗東市と移管協職を行うため、平成
23.24,25年度にそれぞれ非公募で指定管理委託を
行った。

･栗東市と「公の施設見直し計画」に基づき賭し合
いを行ってきたが、弓|き続き移管に向けた調整に時
曰を要するため、平成26年度の１年間は非公募で指
定管理委託を行う。

非公募

単独

平成26年４月１日～平成27年３月31日の1年間

備考


